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第３回定例会では意見書７件を可決し、議長名で
関係行政庁へ提出しました。要旨は次のとおりです。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
九
件
あ
て
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ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
の
実
施

に
係
る
交
付
金
等
の
見
直
し

に
関
す
る
意
見
書

　

八
月
一
五
日
中
国
香
港
の
抗
議

船
が
不
法
侵
入
し
我
が
国
固
有
の

領
土
魚
釣
島
に
不
法
上
陸
し
た
。

政
府
は
そ
の
情
報
を
事
前
に
把
握

し
て
お
き
な
が
ら
上
陸
さ
れ
、
政

府
の
無
策
の
つ
け
を
露
呈
さ
せ
た
。

　

こ
の
事
件
は
二
年
前
の
巡
視
船

衝
突
事
故
の
延
長
線
上
に
あ
り
、

今
回
も
な
ん
の
お
咎
め
も
な
く
、

釈
放
さ
れ
強
制
送
還
で
決
着
さ
せ

て
し
ま
っ
た
。
野
田
総
理
は
法
に

従
っ
て
厳
正
に
対
処
す
る
と
い
う

が
こ
れ
で
は
相
手
を
ま
す
ま
す
増

長
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
我
が
国

の
領
土
領
海
を
守
る
た
め
、
領
域

警
備
法
の
制
定
を
求
め
る
も
の
で

あ
る
。

再
び
尖
閣
諸
島
に
不
法
侵
入
、

上
陸
を
さ
せ
な
い
万
全
の
警

備
態
勢
を
取
る
こ
と
と
、
法

律
の
厳
正
な
適
用
を
求
め
る

意
見
書

　

八
月
一
〇
日
韓
国
李
明
博
大
統

領
が
我
が
国
固
有
の
領
土
、
竹
島

に
不
法
上
陸
し
た
。
竹
島
は
明
治

三
八
年
閣
議
決
定
で
島
根
県
に
編

入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
韓
国
に

不
法
占
拠
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の

領
有
権
は
国
際
的
な
根
拠
も
あ
る
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
で
あ
り

竹
島
は
日
本
が
放
棄
す
る
べ
き
地

域
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
米

国
は
竹
島
は
朝
鮮
の
一
部
と
し
て

取
扱
わ
な
い
と
し
て
退
け
て
い
る
。

こ
の
状
況
か
ら
政
府
は
国
際
司
法

裁
判
所
に
領
有
権
の
提
訴
を
は
じ

め
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
用
い
て
竹

島
は
日
本
の
固
有
領
土
で
あ
る
こ

と
を
国
際
的
に
認
知
さ
れ
る
よ
う

行
動
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

竹
島
は
日
本
の
固
有
の
領
土

で
あ
る
こ
と
を
国
際
的
に
認

知
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
意

見
書

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
九
件
あ
て

　

八
月
一
五
日
我
が
国
固
有
領
土
、

魚
釣
島
に
不
法
上
陸
し
た
、
中
国

船
が
日
本
領
海
に
不
法
侵
入
し
た

時
点
か
ら
、
上
陸
時
及
び
逮
捕
釈

放
、
強
制
送
還
ま
で
の
映
像
を
国

民
に
広
く
、
全
面
公
開
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
。
二
年
前
の
巡
視
船

衝
突
事
件
の
映
像
も
政
府
が
隠
蔽

し
た
た
め
、
海
上
保
安
庁
職
員
が

職
を
賭
し
て
映
像
を
公
開
し
、
大

問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新

し
い
。
今
回
の
事
件
も
一
部
放
映

さ
れ
た
が
、
巡
視
船
に
煉
瓦
を
投

擲
す
る
な
ど
、
明
ら
か
に
公
務
執

行
妨
害
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

政
府
は
国
民
に
事
件
の
真
相
を

知
ら
せ
る
義
務
が
あ
る
。
今
回
の

事
件
の
映
像
の
全
面
公
開
を
求
め

る
。 中

国
人
の
尖
閣
諸
島
不
法
上

陸
事
件
を
撮
影
し
た
映
像
の

全
面
公
開
を
求
め
る
意
見
書

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
九
件
あ
て

　

公
営
競
技
で
あ
る
ボ
ー
ト
レ
ー

ス
は
、
本
来
、
地
方
自
治
体
へ
の

繰
入
金
に
よ
っ
て
地
域
財
政
の
健

全
化
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
現
状
は
そ

の
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
ば
か
り

か
、
事
業
自
体
の
存
続
さ
え
も
危

ぶ
ま
れ
る
状
況
で
す
。
こ
の
よ
う

な
危
機
的
現
状
を
踏
ま
え
、
主
催

者
で
あ
る
施
行
者
が
将
来
に
わ
た

り
安
定
的
・
持
続
的
な
経
営
並
び

に
地
域
発
展
へ
の
財
政
的
な
貢
献

が
可
能
と
な
る
た
め
の
施
策
や
、

振
興
事
業
の
取
り
組
み
の
達
成
度
、

効
果
等
に
つ
い
て
十
分
な
検
証
を

行
い
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
今
後

の
振
興
事
業
の
在
り
方
に
つ
い
て

必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
等
を

求
め
ま
す
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
五
件
あ
て

尖
閣
諸
島
問
題
に
冷
静
な
外

交
交
渉
を
求
め
る
意
見
書

　

こ
れ
ま
で
日
本
政
府
は
、
尖
閣

諸
島
の
領
有
に
つ
い
て
「
領
土
問

題
は
存
在
し
な
い
」
と
事
実
上
棚

上
げ
に
し
て
き
た
。

　

尖
閣
諸
島
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
は
、
国
際
社
会
と
中
国
政

府
に
対
し
て
、
日
本
政
府
が
領
有

の
正
当
性
を
理
を
尽
く
し
て
主
張

す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
日
中

政
府
相
互
に
事
態
を
エ
ス
カ
レ
ー

ト
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
冷

静
な
言
動
や
対
応
が
肝
要
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
町
田
市
議
会
は
、
政
府

及
び
国
会
に
対
し
て
、
緊
張
を
高

め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
冷
静
な
対

応
に
努
め
る
と
と
も
に
、
尖
閣
諸

島
の
領
有
の
正
当
性
を
歴
史
的
事

実
と
国
際
法
に
基
づ
い
て
、
中
国

政
府
と
国
際
社
会
に
対
し
て
主
張

す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
五
件
あ
て

　

国
は
さ
る
九
月
か
ら
生
ポ
リ
オ

ワ
ク
チ
ン
の
使
用
を
中
止
し
、
副

反
応
の
な
い
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク

チ
ン
を
導
入
し
た
。

　

し
か
し
、
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク

チ
ン
単
価
は
、
生
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ

ン
単
価
に
比
べ
て
約
一
八
倍
と
い

う
高
額
な
も
の
と
な
る
。

　

ま
た
厚
生
労
働
省
は
、
新
た
な

定
期
予
防
接
種
へ
の
移
行
を
視
野

に
入
れ
検
討
し
て
い
る
。

　

現
在
定
期
予
防
接
種
は
、
ほ
と

ん
ど
の
市
町
村
で
無
料
に
て
実
施

し
て
い
る
が
、
既
存
の
予
防
接
種

を
含
め
て
国
の
責
任
に
お
い
て
、

市
町
村
で
無
料
に
て
実
施
し
て
い

る
予
防
接
種
を
今
後
と
も
実
質
的

に
維
持
存
続
さ
れ
る
よ
う
強
く
要

望
す
る
。

不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
等
の

定
期
接
種
に
関
し
、
公
費
負
担

の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
五
件
あ
て

北
朝
鮮
に
よ
る
日
本
人
拉
致
問
題

の
早
期
解
決
を
求
め
る
意
見
書

　

平
成
一
四
年
に
北
朝
鮮
が
日
本

人
拉
致
を
認
め
て
一
〇
年
が
経
過

し
た
。
一
七
人
の
拉
致
被
害
者
の

他
多
く
の
未
認
定
被
害
者
の
存
在

を
政
府
も
認
め
て
い
る
。
拉
致
問

題
は
重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
り
主

権
侵
害
で
も
あ
る
。
し
か
し
解
決

に
向
け
た
進
展
も
見
ら
れ
な
い
。

拉
致
被
害
者
並
び
に
御
家
族
は
高

齢
の
方
も
多
く
な
っ
て
お
り
一
刻

の
猶
予
も
な
い
事
を
認
識
す
べ
き

で
あ
る
。

　

国
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
制

裁
措
置
を
維
持
し
、
国
際
連
携
の

下
に
北
朝
鮮
政
府
に
対
し
「
日
朝

平
壌
宣
言
」
に
基
づ
く
六
カ
国
協

議
の
再
開
と
早
期
の
拉
致
被
害
者

再
調
査
実
施
を
求
め
、
全
て
の
拉

致
被
害
者
の
一
日
も
早
い
帰
国
が

実
現
で
き
る
様
、
強
く
要
望
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
六
件
あ
て

条
例
・
そ
の
他

条
例
・
そ
の
他 

条
例
・
そ
の
他 

予
　
　
算

予
　
　
算 

予
　
　
算 

　

議
員　

第
二
駐
車
場
全
日
定
期

駐
車
料
金
及
び
平
日
定
期
駐
車
料

金
の
算
出
根
拠
は
何
か
。

　

経
済
観
光
部
長　

算
出
根
拠
と

し
て
は
、
周
辺
の
月
決
め
駐
車
場

の
価
格
を
参
考
に
し
て
算
出
し
て

い
ま
す
。
平
日
定
期
駐
車
料
金
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
も
近
隣
民
間
パ

ー
キ
ン
グ
の
平
日
定
期
駐
車
料
金

を
参
考
に
算
出
し
て
い
ま
す
。

　

議
員　

事
業
の
詳
細
と
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

　

財
務
部
長　

本
定
例
会
で
補
正

予
算
を
ご
承
認
い
た
だ
い
た
後
、

一
二
月
定
例
会
に
工
事
契
約
案
件

と
し
て
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
く
予

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
契
約
後
、

予
定
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
一
月

に
着
工
し
、
解
体
を
二
〇
一
三
年

九
月
末
ま
で
に
行
い
、
埋
め
戻
し

及
び
整
地
を
二
〇
一
三
年
一
二
月

末
ま
で
と
予
定
し
て
い
ま
す
。

請請
願願
のの
処処
理理
経経
過過

及及
びび
結結
果果
報報
告告

　

平
成
二
四
年
第
二
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
市
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結
果

に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

災
害
廃
棄
物
の
広
域
処
理
に

関
し
て
住
民
の
健
康
不
安
を

解
消
す
る
た
め
の
対
策
を
求

め
る
請
願

町
田
市
原
町
田
一
丁
目
自
動

車
駐
車
場
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

庁
舎
維
持
管
理
費
の
施
設
解

体
工
事
費

請
願
項
目
一
に
つ
い
て

　

災
害
廃
棄
物
の
広
域
処
理
に
お

け
る
責
任
の
所
在
は
、
国
が
負
う

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

請
願
項
目
二
に
つ
い
て

　

説
明
会
開
催
の
ご
案
内
は
、
広

報
ま
ち
だ
及
び
町
田
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
ほ
か
、
各
紙
新
聞
報
道

に
よ
り
行
い
、
説
明
会
は
、
二
○

一
二
年
八
月
二
○
日
と
八
月
二
三

日
の
二
回
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

説
明
会
は
、
議
論
す
る
場
で
は
な

く
、
災
害
廃
棄
物
の
広
域
処
理
を

行
う
こ
と
を
説
明
す
る
場
と
い
た

し
ま
し
た
。

請
願
項
目
三
に
つ
い
て

　

災
害
廃
棄
物
の
焼
却
実
験
は
、

東
京
都
が
二
○
一
一
年
一
二
月
に

品
川
区
と
大
田
区
で
実
施
し
、
得

ら
れ
た
デ
ー
タ
を
参
照
し
て
お
り
、

町
田
市
が
独
自
に
焼
却
実
験
を
行

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

請
願
項
目
四
に
つ
い
て

　

東
京
都
が
毎
日
の
測
定
デ
ー
タ

を
、
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
田
市
清

掃
工
場
で
は
、
周
辺
の
空
間
放
射

線
量
、
焼
却
灰
・
排
ガ
ス
の
放
射

性
物
質
濃
度
を
測
定
し
、
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

請
願
項
目
五
に
つ
い
て

　

焼
却
灰
は
、
東
京
都
日
の
出
町

に
あ
る
東
京
た
ま
広
域
資
源
循
環

組
合
の
エ
コ
セ
メ
ン
ト
化
施
設
に

搬
入
さ
れ
、
エ
コ
セ
メ
ン
ト
化
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
二
○
一
二
年

五
月
三
一
日
に
、
東
京
都
日
の
出

町
、
東
京
た
ま
広
域
資
源
循
環
組

合
、
処
分
場
周
辺
自
治
会
と
で
取

り
交
わ
し
た
協
定
に
基
づ
き
行
わ

れ
る
も
の
で
す
。

請
願
項
目
六
に
つ
い
て

　

町
田
市
で
は
、
東
日
本
大
震
災

の
避
難
者
支
援
と
し
て
「
避
難
者

相
談
窓
口
」
を
開
設
し
随
時
、
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
住

民
票
の
写
し
を
は
じ
め
と
す
る
各

種
証
明
等
の
手
数
料
免
除
、
下
水

道
料
金
の
免
除
、
母
子
健
康
手
帳

の
交
付
（
再
交
付
）
、
妊
婦
健
康

診
査
、
乳
幼
児
健
康
診
査
・
定
期

予
防
接
種
、
小
中
学
校
で
か
か
る

費
用
の
援
助
、
国
・
都
の
避
難
者

支
援
の
情
報
を
提
供
し
て
お
り
ま

す
。

　

今
後
も
、
避
難
者
の
状
況
に
応

じ
た
適
切
な
支
援
を
検
討
し
て
ま

い
り
ま
す
。

相
原
駅
西
口
駅
前
広
場
へ
の

自
家
用
車
送
迎
場
所
設
置
の

請
願

　

請
願
者
で
あ
る
丸
山
団
地
自
治

会
に
対
し
、
二
○
一
二
年
七
月
七

日
に
開
催
さ
れ
た
同
自
治
会
役
員

会
に
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
請

願
に
対
す
る
市
側
の
対
応
と
し
て
、

　

一
、
車
輌
の
通
行
を
妨
げ
る
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
一
般
乗
降
場
の

明
示
は
し
な
い
。

　

二
、
駅
階
段
下
よ
り
弱
者
乗
降

場
、
バ
ス
乗
車
場
ま
で
の
連
続
し

た
屋
根
を
設
置
す
る
。
タ
ク
シ
ー

乗
車
場
へ
の
屋
根
設
置
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

　

三
、
短
時
間
駐
車
可
能
な
ス
ペ

ー
ス
は
広
場
内
・
外
と
も
設
置
は

し
な
い
。

　

以
上
三
項
目
を
説
明
し
、
ほ
ぼ

了
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
七
月
二
五
日
開
催
さ

れ
た
「
第
七
回
相
原
み
ち
ま
ち
推

進
会
議
全
体
会
」
に
お
い
て
も
、

意
見
が
あ
れ
ば
出
し
て
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
を
し
ま
し
た
が
、
丸

山
団
地
自
治
会
か
ら
の
出
席
者
を

含
め
、
駅
前
広
場
に
つ
い
て
の
意

見
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
八
月
八
日
に
開
催
さ
れ

た
「
相
原
地
区
連
合
会
会
長
会
」

に
お
い
て
も
同
様
に
市
側
の
整
備

内
容
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

了
解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

学
校
耐
震
工
事
並
び
に
芝
生

化
工
事
期
間
中
の
臨
時
的
代

替
え
施
設
の
提
供
を
求
め
る

請
願

　

「
町
田
市
立
学
校
施
設
の
開
放

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
」
第
六

条
で
は
、
学
校
施
設
を
教
育
委
員

会
が
利
用
す
る
と
き
は
、
学
校
開

放
を
行
わ
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

学
校
施
設
の
工
事
は
、
管
理
す

る
教
育
委
員
会
が
利
用
と
す
る
工

事
で
あ
る
た
め
、
施
設
利
用
を
出

来
な
く
な
る
ス
ポ
ー
ツ
団
体
へ
の

代
替
施
設
の
提
供
義
務
は
生
じ
ま

せ
ん
。

　

た
だ
し
、
こ
の
度
の
請
願
採
択

を
受
け
そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
工

事
を
行
っ
て
い
な
い
他
の
学
校
施

設
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
町
田

市
体
育
協
会
加
盟
の
関
係
団
体
や

学
校
開
放
運
営
委
員
会
に
協
力
を

求
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

平
成
二
四
年
第
三
回
定
例
会
に

は
三
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、
継

続
審
査
と
な
っ
て
い
た
二
件
と
あ

わ
せ
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
結

果
、
二
件
が
採
択
、
二
件
が
継
続

審
査
、
一
件
が
不
採
択
と
な
り
ま

し
た
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

請
願
の

請
願
の

審
査
状
況

　

審
査
状
況

55
件
の
請
願
を
審
査

件
の
請
願
を
審
査

2
件
を
採
択

2
件
を
採
択

◎
町
田
市
議
会
議
員
の
定
数
削
減

を
求
め
る
請
願

◎
野
津
田
公
園
の
上
の
原
広
場
西

側
の
平
地
（
通
称
「
上
の
原
は
ら

っ
ぱ
」
）
に
お
け
る
暫
定
駐
車
場

建
設
工
事
を
中
止
す
る
こ
と
を
求

め
る
請
願

◎
「
町
田
市
庁
舎
跡
地
利
用
計
画

（
案
）」
の
再
検
討
及
び
周
辺
の
都

市
整
備
計
画
策
定
を
求
め
る
請
願

◎
町
田
市
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー

に
「
知
的
認
可
通
園
部
門
の
増
設
」

と
「
身
体
認
可
通
園
部
門
の
新
設
」

を
求
め
る
請
願

◎
宮
城
県
女
川
町
災
害
廃
棄
物
受

け
入
れ
住
民
説
明
会
を
他
の
多
摩

地
区
の
市
と
同
様
に
市
長
出
席
の

も
と
に
再
度
開
催
を
求
め
る
請
願

継 
続 
審 
査

不　

採　

択

採　
　
　

択


